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１号事業（多面的機能支払）及び２号事

業（中山間地域等直接支払）の重複地区

１号事業（多面的機能支払）地

小千谷市促進計画区域図

黄：1号事業（多面的機能支払)

赤：1号事業（多面的機能支払）及び2号事業（中山間地域等直接支払）の重複地域

※３号事業（環境保全型農業直接支払）は、市内の農業振興地域全域が対象地となる

(但し、都市計画法上の用途指定区域は除く)


